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　議第222号

　　　令和7年度京都市立病院機構病院事業債特別会計補正予算

　令和7年度京都市立病院機構病院事業債特別会計補正予算は、次に定める

ところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,708,000千円を補正し、

　歳入歳出それぞれ3,475,000千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

　の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

（市債の補正）

第２条　市債の補正は、「第２表市債補正」による。

　　　令和8年2月16日提出

　　　　　　　　　　　　　　 京 都 市 長 　 松    井    孝    治

提案理由

　資金不足の対応に要する経費等を補正する必要があるので提案する。

  病院事業債



千円 千円 千円

2 市 債 620,000 1,708,000 2,328,000

1 市 債 620,000 1,708,000 2,328,000

1,767,000 1,708,000 3,475,000

千円 千円 千円

市立病院機構病 1,767,000 1,708,000 3,475,000
院事業債管理事
業費

1 貸 付 金 620,000 1,708,000 2,328,000

1,767,000 1,708,000 3,475,000
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　2　病院事業債　　

　　第１表　歳入歳出予算補正
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　第２表　市　債　補　正
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起債の

補正前の額 補 正 額 方  法

千円 千円 千円 ％

市立病院機構貸
付金

620,000 1,708,000 2,328,000

起 債 の 目 的
限 度 額

利　率
償還の
方  法補 正 後 の 額
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の共同発行
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又は消費貸
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よる。

起債の日か
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以内に、元
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る。ただし、
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よっては、
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できる。○
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